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１ 概 要 

 

 「駐車場法」第１２条では、路外駐車場管理者に対し、路外駐車場の位置、規模、

構造、設備その他必要な事項について届出の義務を規定しています。〔条文において

は、都道府県知事に届出を行う規定とされていますが、「北海道建設部の事務処理の

特例に関する条例」により権限委譲されたことから、平成１２年４月１日から釧路市

長へ届出を行うこととなりました。〕 

 また、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（以下「バリアフ

リー新法」という。）の制定によって、平成１８年１２月２０日から特定路外駐車場

を設置する場合にも届出が義務付けされました。〔条文においては、都道府県知事に

届出を行う規定とされていますが、権限委譲により平成２２年４月１日から釧路市長

へ届出を行うこととなりました。〕 

 本手引きは、これらの法の規定により駐車場を設置（変更等）する際の届出につい

て、分かりやすく解説することを目的として作成したものです。 
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３ 届出駐車場事務フロー図関係 

 

（１）路外駐車場について 

路外駐車場の定義は、駐車場法第 2 条第 1 項第 2 号に規定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）一般公共の用について 

 

   一般公共の用に供されるとは、駐車場を利用する人を限定せず、不特 

定多数の一般公衆の自由な利用に供されることをいいます。 

（例）時間貸し駐車場、一時預かり駐車場 

 

 

  注 1）病院、店舗などにおいて、「専用駐車場」と明示している場合であっても、 

出入口で管理人などが一般の利用を排除し、厳密に利用者が限定されて 

いる場合以外は、一般公共の用に供せられる駐車場に該当します。 

注 2）月極駐車場など特定の方の自動車のみを取り扱う駐車場は路外駐車場に 

該当しません。 

 

 

（３）駐車に供する面積について 

 

   一般公共の用に供する「駐車マス」の合計面積をいいます。 

駐車場の車路、設備や管理施設などは面積に含みません。 

 

 

 

 

 

－３－ 

（用語の定義） 

第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

二  路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって

一般公共の用に供されるものをいう。 

駐車場法（関係分抜粋） 



 

（４）料金の徴収について 

 

   一般的な時間貸し駐車場における料金の徴収のほかに、次の場合も 

料金を徴収する駐車場として取り扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）都市計画区域について 

 

都市計画区域とは、都市計画法第５条の規定により指定された区域をいいます。 

〔釧路市においては、合併前の旧釧路市の行政区域（22,187ha）が都市計画区域となります。〕 

 

－４－ 

１）一定時間無料の後、料金を徴収するもの。 

 

２）提携する商店などのレシート、発行される駐車券への押印などでチェック 

  を行い、レシートや駐車券の押印などがないものや時間の超過分について 

別途料金を支払うもの。 

 

３）駐車場の直接の利用者以外が相当料金を支払うもの。（商店などを利用し 

  た人に駐車券を発行し、その駐車券に該当する金額を商店などが支払う 

場合など） 

釧路圏都市計画区域 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）道路の附属物、公園施設、建築物又は建築物の付属施設について 

 

道路の附属物、公園施設、建築物又は建築物の附属施設として設置 

する路外駐車場は、バリアフリー新法の規定（特定路外駐車場）によ 

る届出が不要となります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－５－ 

（都市計画区域） 

第五条  都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該

当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地

利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、

一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計

画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村

の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。 

都市計画法（関係分抜粋） 

 （理由） 

  駐車場法第 2 条第 2 号の路外駐車場には、道路の附属物、公園施設、建築物

又は建築物の附属施設も該当します。 

 
  建築物又は建築物の附属施設である場合には、建築確認により建築前に審査

することが可能であり、道路や都市公園についても、それぞれの管理者が公的

主体として基準適合の責務を果たすこととされています。 

 

  このため、これらの路外駐車場に対する適合義務は、それぞれの施設（道路・

公園・建築物）の管理者に課すこととし、特定路外駐車場からは除外していま

す。 

 
  よって、特定路外駐車場には、道路の附属物、公園施設、建築物又は建築物

の附属施設のいずれも該当しない、主に平面式の青空駐車場が該当します。 



 

４ 駐車場法の届出 

 

（１）路外駐車場管理者 

 

   以下の①～④の全てに該当する駐車場を設置する者は､路外駐車場管理者 

として、駐車場法の規定による届出が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）届出の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－６－ 

① 路外駐車場を設置する場合 

② 駐車マスの合計面積が５００㎡以上となる場合 

③ 駐車料金を徴収する場合 

④ 都市計画区域内に駐車場を設置する場合 

路
外
駐
車
場
管
理
者 

□ 設置の届出   ・・・・・・（駐車場法第１２条） 

□ 管理規程の届出   ・・・・（駐車場法第１３条） 

□ 変更の届出   ・・・・・・（駐車場法第１２条、１３条） 

□ 休止・再開の届出   ・・・（駐車場法第１４条） 

□ 廃止の届出   ・・・・・・（駐車場法第１４条） 

注）2021 年(令和 3 年)4 月 1 日から各届出書の押印を廃止することとなりました。 

 



 

１）設置の届出 

路外駐車場管理者が路外駐車場を設置する場合には、駐車場法第 12 条の規定に

より、あらかじめ市長に対して届け出なければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 届出に必要な書類及び添付図面 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）機械式駐車装置を設置する場合の提出書類及び図面については、Ｐ１４をご覧下さい。 

 

－７－ 

（設置の届出）  

第十二条  都市計画法第四条第二項 の都市計画区域（以下「都市計画区域」という。）内

において、前条の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者

（以下「路外駐車場管理者」という。）は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、

路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を都道府県知事（地方自治法 

（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都市、同法第二

百五十二条の二十二第一項 の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項 

の特例市にあつては、それぞれその長。以下同じ。）に届け出なければならない。 

 

駐車場法（関係分抜粋） 

注）「北海道建設部の事務処理の特例に関する条例」（平成 12 年 3 月 29 日条例第 24 号） 

 における権限委譲により、平成１２年４月１日から釧路市長へ届出を行うこととなりました。 

 

① 路外駐車場設置届出書（Ｐ１７をご覧下さい。） 

 

② 地形図（路外駐車場の位置を表示）    縮尺 1/10,000 以上 

 

③ 平面図（下記の事項を表示）         縮尺 1/200 以上 

a)路外駐車場の区域 

b)路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他の主要 

な施設（建築物の内部にあるものを除く） 

c)路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場施行令第 7 条 

第 1 項に規定する道路の部分及び橋 

 

④ 平面図（建築物である路外駐車場の場合に必要） 縮尺 1/200 以上 

a)各階平面図 

  b)二面以上の立面図及び断面図 



 

２）管理規程の届出 
 

路外駐車場管理者が路外駐車場の供用を開始するときには、あらかじめその業務

の運営の基本となるべき管理規定を定め、これを供用開始後 10 日以内に市長に対

して届け出なければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注）北海道からの権限委譲により、市長に対して届け出なければなりません。 

 

 

 

■ 届出に必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－８－ 

（管理規程）  

第十三条  路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめ

その業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始

後十日以内に都道府県知事に届け出なければならない。  

２  前項の管理規程には、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定め

なければならない。  

一  路外駐車場の名称  

二  路外駐車場管理者の氏名及び住所（法人にあつては、その名称及び主たる事務所

の所在地並びに代表者の氏名及び住所）  

三  路外駐車場の供用時間に関する事項  

四  駐車料金に関する事項  

五  前号に掲げるもののほか、路外駐車場の供用契約に関する事項  

六  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項  

３    前項第四号の駐車料金の額の基準は、政令で定める。 

 

駐車場法（関係分抜粋） 

① 路外駐車場管理規程届出書 ・・・（Ｐ２１をご覧下さい。） 

② 管理規程 ・・・・・・・・・・・（Ｐ２３をご参照下さい。） 



 

３）変更の届出 

 ① 設置の届出を変更する場合 

   路外駐車場管理者が路外駐車場の設置の届出を行った後、届け出てある事項 

を変更しようとするときには、あらかじめ市長に対して届け出なければなりませ

ん。 

 

■ 届出に必要な書類及び添付図面 

 

 

 

 

 

 

 ② 管理規程を変更する場合 

   路外駐車場管理者が管理規程に定めた事項を変更した場合には、10 日以内に 

市長に対して届け出なければなりません。 

 

■ 届出に必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

－９－ 

① 路外駐車場変更届出書（Ｐ１７をご覧下さい。） 

 

② 図面〔地形図（縮尺 1/10,000 以上）及び平面図（縮尺 1/200 以上） 

  のうち、変更しようとする事項に係る図面〕     

    

① 路外駐車場管理規程変更届出書（Ｐ２２をご覧下さい。） 

② 変更後の管理規程（変更届出書に変更内容を記載する場合には不要） 



 

４）休止・再開の届出 

路外駐車場管理者が路外駐車場の全部又は一部の供用を休止又は再開した場合

には、10 日以内に市長に対して届け出なければなりません。 

 

■ 届出に必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）廃止の届出 

路外駐車場管理者が路外駐車場の全部又は一部を廃止した場合には、10 日以内に

市長に対して届け出なければなりません。 

 

■ 届出に必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１０－ 

① 路外駐車場休止（再開）届出書（Ｐ２９をご覧下さい。） 

② 図面（一部休止又は再開の場合は、それぞれの場所が確認できる 

図面を添付して下さい。） 

□ 路外駐車場廃止届出書（Ｐ２９をご覧下さい。） 



 

５ バリアフリー新法の届出 

 

（１）特定路外駐車場 

 

  以下の①～④の全てに該当する駐車場（特定路外駐車場）を設置する者は､ 

あらかじめ路外駐車場管理者等として、バリアフリー新法の規定による届出が 

必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）届出の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１１－ 

① 駐車場法の規定による路外駐車場 

② 駐車マスの合計面積が５００㎡以上となる駐車場 

③ 駐車料金を徴収する駐車場 

④ 道路の附属物、公園施設、建築物又は建築物の附属施設

以外の駐車場（主に平面式の青空駐車場） 

特
定
路
外
駐
車
場 

□ 設置の届出   ・・・・・・（バリアフリー新法第１２条第 1 項） 

□ 変更の届出   ・・・・・・（バリアフリー新法第１２条第２項） 



 

１）設置の届出 

路外駐車場管理者等が特定路外駐車場を設置する場合には、あらかじめバリ

アフリー新法第 12 条第 1 項の規定により、市長に対して届け出なければなり 

ません。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注）北海道からの権限委譲により、平成２２年４月１日から釧路市長へ届け出ることと 

なりました。 

 

 

   ① 特定路外駐車場の設置のみを届け出る場合 

（Ｐ２の届出駐車場事務フロー図：ケース④に該当する場合） 

■ 届出に必要な書類及び添付図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１２－ 

バリアフリー新法（関係分抜粋） 

（特定路外駐車場に係る基準適合命令等）  

第十二条  路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省

令で定めるところにより、その旨を都道府県知事（地方自治法 （昭和二十二年法律第六十

七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項 

の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市にあっては、それぞれ

の長。以下「知事等」という。）に届け出なければならない。ただし、駐車場法第十二条 の規

定による届出をしなければならない場合にあっては、同条 の規定により知事等に提出すべ

き届出書に主務省令で定める書面を添付して届け出たときは、この限りでない。  

 

① 特定路外駐車場設置届出書（Ｐ３２をご覧下さい。） 

② 地形図（特定路外駐車場の位置を表示） 縮尺 1/10,000 以上 

③ 平面図（下記の事項を表示） 縮尺 1/200 以上 

a) 特定路外駐車場の区域 

b) 路外駐車場車いす使用者用施設 

c) 路外駐車場移動等円滑化経路 

d) その他の主要施設 



  

 

  ② 駐車場法の届出と併せて特定路外駐車場の設置を届け出る場合 

（Ｐ２の届出駐車場事務フロー図：ケース②に該当する場合） 

 

■ 届出に必要な書類 

 

 

 

 

  注）駐車場法の規定による路外駐車場設置届出書及び図面に上記の書面を添付して下さい。 

 

 

 

 

 ２）変更の届出 

特定路外駐車場管理者等が特定路外駐車場設置の届出を変更する場合には、 

あらかじめ市長に対して届け出なければなりません。 

 

■ 届出に必要な書類及び添付図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―１３― 

□ 路外駐車場設置届出書に添付する書面（Ｐ３３をご覧下さい。） 

① 特定路外駐車場変更届出書（Ｐ３２をご覧下さい。） 

 

② 図面〔地形図（縮尺 1/10,000 以上）及び平面図（縮尺 1/200 以上） 

  のうち、変更しようとする事項に係る図面〕     

    



■ 駐車場法の届出における書類及び添付図面一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※Ｐ２の「届出駐車場事務フロー図」のケース②とケース③に該当する場合に、駐車場法の届

出が必要となります。 

－１４－ 

提 出 部 数 

建築物の 

駐車場 

主に平面 

駐車場 

提 出 書 類 及 び 添 付 図 面 

１ 路外駐車場設置（変更）届出書 （Ｐ１７） 

地形図（駐車場の位置を表示）縮尺 1/10,000 以上 ２ 

(1) 平面図（下記の事項を表示）縮尺 1/200 以上 

a) 路外駐車場の区域 

b) 路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車 

  の車路その他の主要な施設（建築物の内部にあ 

  るものを除く） 

c) 路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の 

駐車場施行令第7条第1項に規定する道路の部 

分及び橋 

 

(2) 平面図（建築物である路外駐車場の場合） 

 縮尺 1/200 以上 

a) 各階平面図 

  b) 二面以上の立面図及び断面図 

３ 

２ ２ 

２ ２ 

不要 

２ ２ 

２ 

機械式駐車装置を設置する場合 

a) 大臣認可の写し 

b) 仕様書または全体組立図 
２ ２ 4 

設 

置 

䥹 

変 

更 

䥺 

の 

届 

出 

１ 

２ 

※ 変更の場合は、変更しようとする事項に係る図面のみを添付して下さい。 
 

管
理
規
程
䥹
変
更
䥺 

路外駐車場管理規程（変更）届出書 （Ｐ２１、２２） 

管理規程（変更後の管理規程）（Ｐ２３） 

※ 変更届出書に変更内容を記入する場合には、変更後の管理規程は不要です。 

２ ２ 

２ ２ 

１ 

２ 

路外駐車場休止（再開）届出書 （Ｐ２９） 

図面（一部休止又は再開の場合に添付） 

２ 

２ 

２ 

２ 

※ 図面には、一部休止又は再開のそれぞれの場所を表示して下さい。 

 

休
止
・
再
開 

１ 路外駐車場廃止届出書 （Ｐ２９） ２ ２ 廃
止 



■ バリアフリー新法の届出における書類及び添付図面一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１５－ 

 

提 出 

部 数 
提 出 書 類 及 び 添 付 図 面 

１ 

２ 

３ 

２ 特定路外駐車場設置届出書 （Ｐ３２） 

地形図（特定路外駐車場の位置を表示）縮尺 1/10,000 以上 

平面図（下記の事項を表示）縮尺 1/200 以上 

a) 特定路外駐車場の区域 

b) 路外駐車場車いす使用者用施設 

c) 路外駐車場移動等円滑化経路 

d) その他の主要施設 

２ 

２ 

※ Ｐ２の「届出駐車場事務フロー図」において、 

■ ケース②に該当する場合 

・駐車場法の届出書及び図面に「４ 路外駐車場設置届出書に添付する書面」

のみを添付して提出して下さい。（１～３の届出書及び図面は不要です。） 

■ ケース④に該当する場合 

  ・「１ 特定路外駐車場設置届出書」 

  ・「２ 地形図」 

  ・「３ 平面図」を提出して下さい。（４の添付する書面は不要です。） 

設 
  

置 
  

の 
  

届 
  

出 

２ ４ 路外駐車場設置届出書に添付する書面 （Ｐ３３） 

（駐車場法の届出を併せて行う場合） 

１ 特定路外駐車場変更届出書 （Ｐ３２） ２ 

２ ２ 

図面〔地形図（縮尺 1/10,000 以上）及び平面図（縮尺 1/200 

以上）のうち、変更しようとする事項に係る図面のみ 

を添付して下さい。〕 

変 

更 

の 

届 

出 



６ 様 式  

 

（１）路外駐車場設置（変更）届出書 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１７～１８ 

 

（２）路外駐車場設置（変更）届出書の記入要領 ・・・・・・・・・Ｐ１９～２０ 

 

（３）路外駐車場管理規程届出書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２１ 

 

（４）路外駐車場管理規程変更届出書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２２ 

 

（５）標準駐車場管理規程（例） ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２３～２７ 

 

（６）標準定期駐車契約書（例） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２８ 

 

（７）路外駐車場休止（廃止）（再開）届出書 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２９ 

 

（８）駐車場法第 13 条の路外駐車場管理規程の届け出について（受理）・・Ｐ３０ 

 

（９）受理済副本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３１ 

 

（10）特定路外駐車場設置（変更）届出書 ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３２ 

 

（11）路外駐車場設置（変更）届出書に添付する書面 ・・・・・・・・・・Ｐ３３ 

 

 

 

 

－１６－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１７－ 

路外駐車場設置（変更）届出書 

年  月  日 
釧路市長 あて 

駐車場管理者の氏名又は名称及び住所 

駐車場法第 12 条の規定により、次のように届け出ます。 

１ 駐車場の名称 

２ 駐車場の位置 

イ 駐車場の区域の面積 平方メートル 

ロ 駐車場の用に供する部 
分の面積(A+B+C+D) 平方メートル 

平方メートル 

平方メートル 
（駐車台数   台） 

（駐車台数   台） 

車路等の面積（B） 

四輪車(注) 
専用 

二輪車専用 
特定自動 

平方メートル 

四輪車 
駐車台数   台 

駐車台数   台 
特定自動二輪車 

小 計 平方メートル 

四輪車及び 

特定自動 

二輪車併用 

a 建築物である部分 

一般公共の用に

供する部分 

四輪車専用 

特定自動 
二輪車専用 

四輪車及び 

特定自動 

二輪車併用 

小 計 

平方メートル 

（駐車台数   台） 
平方メートル 

（駐車台数   台） 

平方メートル 

四輪車 
駐車台数   台 

駐車台数   台 
特定自動二輪車 

平方メートル 

それ以外の部分 

駐車の用に供す

る部分の面積（A） 

平方メートル 

四輪車専用 
平方メートル 

平方メートル 

平方メートル 

四輪車 
駐車台数   台 

駐車台数   台 

平方メートル 

特定自動二輪車 

小 計 

四輪車及び 

特定自動 

二輪車併用 

二輪車専用 
特定自動 

（駐車台数   台） 

（駐車台数   台） 
一般公共の用に

供する部分 

四輪車専用 

特定自動 

二輪車専用 

四輪車及び 

特定自動 

二輪車併用 

小 計 

平方メートル 

平方メートル 

平方メートル 

（駐車台数   台） 

（駐車台数   台） 

四輪車 
駐車台数   台 

特定自動二輪車 
駐車台数   台 

平方メートル 

それ以外の部分 

車路等の面積（D） 平方メートル 

駐車の用に供す

る部分の面積(C) 
b 建築物でない部分 

模 
 

 
 

模 

３ 

（次頁につづく） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１８－ 

駐車の用に供する部分の面積の合計(A+C) 

四輪車専用 

特定自動 
二輪車専用 

平方メートル 

平方メートル 

平方メートル 

平方メートル 

平方メートル 

平方メートル 

四輪車専用 

特定自動 
二輪車専用 

小 計 

小 計 

（駐車台数   台） 

（駐車台数   台） 

（駐車台数   台） 

（駐車台数   台） 

平方メートル 

平方メートル 

四輪車 
駐車台数   台 

特定自動二輪車 
駐車台数   台 

四輪車 
駐車台数   台 

特定自動二輪車 
駐車台数   台 

四輪車及び 

特定自動 

二輪車併用 

四輪車及び 

特定自動 

二輪車併用 

一般公共の用に

供する部分 

それ以外の部分 

イ 建築物である部分 

ロ 建築物でない部分 

模 
 

 
 

模 

３ 

構
造 

４ 

設 

備 

５ 

a 特殊装置の有無 

b 特殊装置に係る駐車

場法施行令第 15 条の規

定による認定の概要 

イ
特
殊
の
装
置 

ロ それ以外の設備 

７ 従業員概数 

認定の番号 

特殊の装置の名称等 

６ 附帯業務のための施設 

８ 供用開始（予定）日 

（注） 

道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第 2条第 1項第 9 号の自動車のうち、特定自動二輪車以外のもの。 

備 考 

 一 路外駐車場変更届書にあっては、変更しようとする事項を朱記すること。 

  二 ３のロ欄の「駐車場の用に供する部分の面積」欄においては、駐車の用に供する部分、車路、料金徴収施設、操車場所、 

 乗降場その他の駐車場のため必要な施設の総面積について記載すること。 

  三 ３のロのａ欄及びｂ欄の「駐車の用に供する部分の面積」欄の「それ以外の部分」欄においては、月ぎめ契約等により 

特定の顧客の駐車の用に供する部分等一般公共の用に供する部分以外の部分の面積を記載すること。 

  四 ３のロのａ欄及びｂ欄の「車路等の面積」欄においては、駐車場の用に供する部分のうち、駐車の用に供する部分を除 

いた部分の面積を記載すること。 

  五 ４のイ欄においては、建築物の階数、建築面積、構造上の種別（木造、耐火構造等の別）及び避難階段の数を記載する 

こと。なお、大建築物の一部にある路外駐車場にあっては、その旨を記載すること。 

  六 ４のロ欄においては、車路及び駐車の用に供する部分のみについて記載すること。 

  七 ５のイのａ欄においては、特殊の装置を用いるか否かに応じて、「有」又は「無」のいずれかを記載すること。 

  八 ５のイのｂ欄の「認定の番号」欄においては、用いる特殊の装置に係る駐車場法施行令第 15 条の規定による建設大臣 

の認定の番号を記載すること。 

  九 ５のイのｂ欄の「特殊の装置の名称等」欄においては、用いる特殊の装置の名称（商品名）、製造者名を記載すること。 

  十 ５のロ欄においては、特殊の装置以外の換気装置、照明装置、警報装置その他の設備の概要を記載すること。 

  十一 ６欄においては、路外駐車場の業務に附帯して行う業務のための施設の概要を記載すること。 



＜路外駐車場設置（変更）届出書の記入要領＞ 

 

１ 新規に設置する場合、表題の（変更）の部分を二重線で消して下さい。変更の場合 

は、（変更）を朱で囲み、以下の変更しようとする事項を朱書きして下さい。 

 
２ 駐車場管理者の氏名または名称および住所 

個人の場合 （例）  ○○市○○町○○番地 

                   ○ ○ ○ ○    

法人の場合 （例）  ○○市○○町○○番地 

                会社名  代表取締役社長   ○ ○   

３ （１）「駐車場の名称」 ： ○○○駐車場 

    （２）「駐車場の位置」 ： 駐車場の所在地 

    （３）「規模」 

         イ「駐車場の区域の面積」     ：駐車場の敷地全ての面積 

         ロ「駐車場の用に供する面積」 ：駐車場の面積（車路、駐車マス、料金徴収 

施設、その他を含む駐車場だけの総面積） 

         ロ－ａ，ｂ「駐車の用に供する部分の面積」欄の「それ以外の部分」 

                                      ：月極契約等一般の人が使わないマスの部分 

         ロ－ａ，ｂ「車路等の面積」   ：駐車マス以外の部分 

    （４）「構造」 

         イ「建築物である部分」     ：建築物の階数、建築面積、構造の種別（木造、 

                                    鉄筋コンクリート造、鉄骨造など）および避 

                   難階段の箇所数を記載する。 

※大建築物の一部にある場合はその旨を記載。 

                       （ビルの例）・鉄筋コンクリート造１０階建の内地下１，２                               

階の全部（一部） 

                                     ・鉄筋コンクリート造１０階建タワー組込み 

                         （機械式の例）・鉄筋コンクリート   タワー 

         ロ「建築物でない部分」       ：車路および駐車ますの部分 

                         （広場式の例）・簡易舗装、砂利敷舗装、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装等 

    （５）「設備」 

        イ－ａ「特殊装置の有無」     ：特殊の装置を用いていれば「有」、 

                                       用いていなければ「無」を記載。 

        イ－ｂ－１「認定の番号」     ：用いる特殊の装置に係る建設大臣の認定番 

号を記載する。 

        イ－ｂ－２「特殊装置の名称等」：用いる特殊装置の名称（商品名）、製造者名 

                   を記載する。 

        ロ「それ以外の設備」         ：特殊装置以外の設備の概要を記載する。 

                                      （例）換気装置、照明装置、警報装置等 

    （６）「附帯業務のための施設」     ：営業する時の附帯施設の概要を記載する。 

                                      （例）料金所、売店、洗車場等 

    （７）「従業員概数」               ：駐車場で働いている従業員数 

    （８）「供用開始（予定）日」       ：営業を開始しようとする日 
 

 

 

 

 

－１９－ 



●変更する場合は、変更しようとする事項を朱書きすること。

●４のイ．建築物の階数、建築面積、構造上の種別などを記入する。
●４のロ．車路および駐車の用に供する部のみを記入する。
●５のイのａ．特殊装置を用いていれば「有」、用いていなければ「無」を記入する。
●５のイのｂ「認定の番号」は国土交通省の認定番号を記載する。
●５のイのｂ「特種装置の名称等」は、用いる特殊装置の商品名および製造会社を記入する。
●５のロ．換気装置、照明装置、警報装置などその他の施設の概要を記入する。
●６．飲食店、売店、ガソリンスタンド、自動車整備工場などの附帯施設があれば記入する。

●３のロ－ａ，ｂ．「駐車の用に供する部分
の面積」欄の「それ以外の部分」：月極契約
等一般の人が使わないますの部分

<路外駐車場設置（変更）届出書の記入要領＞

●３のロ．「駐車場の用に供する面積」：駐車場
の面積（車路、駐車ます、料金徴収施設、その他
を含む駐車場だけの総面積）

●３のロ－ａ，ｂ．「車路等の面積」
：駐車ます以外の部分

●３のイ．「駐車場の区域の面積」
 ：駐車場の敷地面積全部

建築物である部分建築物でない部分

トイレ
管理棟等

付帯施設
ガソリンスタンド

飲食店
売店等

料金徴収所

出入口

植栽

植栽

月極駐車部分

月極駐車
部分

時間貸し駐車部分

時間貸し駐車部分

時間貸し
駐車部分

専用駐車
部分

時間貸し駐車部分

建築物である部分建築物でない部分

トイレ
管理棟等

付帯施設
ガソリンスタンド

飲食店
売店等

料金徴収所

出入口

植栽

植栽

月極駐車部分

月極駐車
部分

時間貸し駐車部分

時間貸し駐車部分

時間貸し
駐車部分

専用駐車
部分

時間貸し駐車部分

建築物である部分建築物でない部分

トイレ
管理棟等

付帯施設
ガソリンスタンド

飲食店
売店等

料金徴収所

出入口

植栽

植栽

月極駐車部分

月極駐車
部分

時間貸し駐車部分

時間貸し駐車部分

時間貸し
駐車部分

専用駐車
部分

時間貸し駐車部分

この部分の面積を計算
してイに記載します

この部分の面積を計算
してロに記載します

建築物である部分建築物でない部分

トイレ
管理棟等

付帯施設
ガソリンスタンド

飲食店
売店等

料金徴収所

出入口

植栽

植栽

月極駐車部分

月極駐車
部分

時間貸し駐車部分

時間貸し駐車部分

時間貸し
駐車部分

専用駐車
部分

時間貸し駐車部分

建築物である部分建築物でない部分

トイレ
管理棟等

付帯施設
ガソリンスタンド

飲食店
売店等

料金徴収所

出入口

植栽

植栽

月極駐車部分

月極駐車
部分

時間貸し駐車部分

時間貸し駐車部分

時間貸し
駐車部分

専用駐車
部分

時間貸し駐車部分

この部分の面積を計算
して「建築物でない場
合」に記載します

この部分の面積を計算
して「建築物でない場
合」に記載します

この部分の面積を計算
して「建築物である場
合」に記載します

この部分の面積を計算
して「建築物である場
合」に記載します

※　「建築物である部分」は、立体駐車場、地下駐車場、屋上駐車場などをいう
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路外駐車場管理規程届出書 

 
 

  年  月  日 

釧路市長 あて 

                              

 路外駐車場管理者 住 所 

                                                氏 名             

 

 

     ○○○○○○駐車場の管理規程を別紙のとおり定めたので、 

        駐車場法第１３条第１項の規程に基づき届け出ます。 
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路外駐車場管理規程変更届出書 

  年  月  日 

釧路市長 あて 

                           路外駐車場管理者 住 所 

                                             氏 名            

 

  当駐車場の管理規程中、   の事項を    年  月  日から（下記または別紙） 

 のとおり変更したいので、駐車場法第１３条第４項の規程に基づき届け出ます。 

 

記 

１．駐車場名 

２．設置届出年月日及び番号 

３．変更内容 

新 

  

 

旧 

※  変更内容のうち、新については赤字、旧については黒字で記入すること。 
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標準駐車場管理規程（例） 
○○○駐車場管理規程 

１．名称 

○○○駐車場 

  所在地  北海道釧路市○○町○丁目○番○号 

 

２．駐車場管理者 

（１）所在地        ○○市○○町○○番地 

（２）名称          ○○駐車場株式会社 

（３）電話          ○○○○（○○）○○○○ （代表） 

（４）代表者    代表取締役社長  ○ ○ ○ ○ 

 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 利用（第７条―第１３条） 

第３章 駐車料金及び算定等（第１４条―第１７条） 

第４章 引取りのない車両の措置（第１８条―第２１条） 

第５章 保管責任及び損害賠償（第２２条―第２６条） 

第６章 雑則（第２７条） 

 

第１章 総則 

（通則） 

第１条 本駐車場（以下「駐車場」という。）の利用に関する事項は、この規程による。 

（契約の成立） 

第２条 駐車場の利用者（以下「利用者」という。）は、この規程を承認のうえ駐車場を利用する

ものとする。 

（営業時間） 

第３条 駐車場の営業時間は、毎日○○時から○○時までとする。 

（時間制利用の利用期間） 

第４条 駐車場の１回の利用（定期駐車券による利用を除く。）は、駐車券を受け取った日から起

算して７日目の営業時間終了時までを限度とする。ただし、やむを得ない場合には、駐

車場管理者（以下「管理者」という。）の判断によりこれを延長することができる。 

（営業休止等） 

第５条 管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車

路の通行止及び車両の避難（以下「営業休止等」という。）を行うことができる。 

（１） 自然災害、火災、浸水、爆発、施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生

し又は発生するおそれがあると認められる場合 

（２） 保安上営業の継続が適当でないと認められる場合 

（３） 工事、清掃又は消毒を行うため必要があると認められる場合 

（駐車できる車両） 

第６条 駐車場に駐車することのできる車両（自動二輪を含む。以下同じ。）は、積載物又は取付

物を含めて長さ○．○ｍ、幅○．○ｍ、高さ○．○ｍ及び重量○ｔを超えないものに限

る。 

第２章 利用 

（駐車場の入出等） 

第７条 車両が入庫するときは、入口管理事務所において駐車券の交付を受け、係員の指示する

駐車位置に入庫するものとする。 

 ２ 車両が出庫するときは、出口管理事務所において駐車券を返納し、駐車料金を納付し、

出庫するものとする。 
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 ３ 定期駐車券による利用者（以下「定期駐車券利用者」という。）は、定期駐車券の確認を

受けた後入出庫するものとする。 

 ４ 駐車場の管理上必要があるときは、出入口の一部を閉鎖することができる。 

（駐車位置の変更） 

第８条 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができる。 

（駐車場内の通行） 

第９条 利用者は、駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らなければならない。 

（１） 徐行すること。 

（２） 追い越しをしないこと。 

（３） 出庫する車両の通行を優先すること。 

（４） 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。 

（５） 標識、信号機の表示又は係員の指示に従うこと。 

（遵守事項） 

第１０条  前条に揚げるものの他、利用者は駐車場において、次の事項を守らなければならな

い。 

（１） 所定の位置以外で喫煙したり、火器を使用しないこと。 

（２） 紙屑、ぼろ切れ、吸殻等のごみは各所定の容器に入れること。 

（３） 他の利用者の駐車位置、事務室、機械室、電気室、倉庫等の中にみだりに立ち入らない

こと。 

（４） 運転者は控室において飲酒、賭け事、騒音を発する行為等をしないこと。 

（５） 場内において宿泊しないこと。 

（６） 車両を洗浄し、修理する場合は所定の場所において行うこと。 

（７） 場内の施設、器物、他の車両及びその取付物等に損傷を与えたり、事故が発生したとき

は直ちに係員に届け出ること。 

（８） 駐車中は必ずエンジンを停止し、車両から離れるときは窓を閉め、ドア及びトランクは

施錠して盗難防止に努めること。 

（９） 場内では営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為は絶対にしないこと。 

（１０）その他業務又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。 

（入庫拒否） 

第１１条 管理者は、駐車場が満車である場合は受付を停止するほか、次の場合には駐車を断り、

又は車両を退居させることができる。 

（１） 駐車場の施設、器物、他の車両、その積載物や取付物を損傷したり汚すおそれがあると

き。 

（２） 引火物、爆発物その他の危険物を積載したり取り付けているとき。 

（３） 著しい騒音や臭気を発するとき。 

（４） 非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、または液汁をだしたり、こぼすお

それがあるとき。 

（５） その他駐車場の管理上支障があるとき。 

（出庫拒否） 

第１２条 管理者は、次の場合には駐車した車両の出庫を拒否することができる。 

（１） 利用者が正当な理由なく駐車券を返納しないとき。 

（２） 利用者が出庫する場合に所定額の現金を納付しないとき、又は定期駐車券を提示しない

とき。 

（事故に対する措置） 

第１３条 管理者は、駐車場において事故が発生し又は発生するおそれがある時は、車両の移動

その他必要な措置を講ずることができる。 
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第３章 駐車料金及び算定等 

（時間制駐車料金） 

第１４条 時間制駐車料金は、車両１台につき次の表のとおりとする。 

時 間 区 分 料 金 の 額 

普通時間 

午前８時から午後１１時まで 

駐車時間３０分（３０分未満は３０分に切り上げる） 

につき 

金      円 

夜間時間 

午後１１時から翌日の午前８時ま

で 

駐車時間６０分（６０分未満は６０分に切り上げる） 

につき 

金      円 

（消費税を含む） 

（時間制駐車料金における駐車時間） 

第１５条 時間制駐車料金を算出するための駐車時間（この条において「駐車時間」という。）は、

入庫の際に駐車券に記載した時刻から出庫の時刻までの時間とする。この場合駐車場内

での洗車、修理、駐車位置の変更等のため車両が駐車位置を離れている時間も駐車時間

とみなす。 

  ２ 駐車時間が前条の普通時間区分又は夜間時間区分にまたがる部分については、入庫時 

の単位駐車料金で計算する。 

（定期駐車券及び定期駐車料金） 

第１６条 定期駐車券を発行する場合には、利用者は管理者との間においてあらかじめ定期駐車

契約を締結するものとする。ただし、定期駐車券の発行数については、駐車場の利用状

況に応じて決定する。 

（１） 料金 

種   類 有 効 時 間 通用期間 料  金 

全日定期駐車券 午前０時から午後１２時まで 

１ヶ月 

円 

昼間定期駐車券 午前８時から午後８時まで 円 

夜間定期駐車券 午後６時から翌日午前８時まで 円 

（消費税を含む） 

（２） 定期券による駐車場の利用等については、定期駐車契約で定めるもののほか、以下に定

めるところによる。 

① 定期駐車券は、他人に譲渡、転貸してはならない。 

② 駐車場が満車であるときは、定期駐車券利用者に対して駐車を断ることがある。この

場合、定期駐車料金の割戻しはしない。 

③ 利用者は毎月１５日までに翌月分の駐車料金を管理者に持参するか、その指定人に支

払わなければならない。 

④ 定期駐車による利用者がその有効時間又は通用期間を超えて駐車した場合は、超過時

間の駐車時間の算定は第１４条の規定による。 

⑤ 月の途中契約の場合は、その月の駐車料金は日割り計算とし、その月の分を前納する。

また、月の途中解約の場合は、日割り計算した残額から所定の手数料を控除した額を

返金する。ただし、第５条の規定に基づき営業休止をしたため、定期駐車券利用者が

駐車することができない場合には、当該手数料は控除せずに返金する。 

⑥ 定期駐車券利用者は、定期駐車契約において記載した車両の駐車目的以外に駐車場を

利用してはならない。また、定期駐車券利用者が定期駐車契約において記載した車両

を変更しようとする場合は、所定の変更届を事前に提出し、管理者の承認を得なけれ

ばならない。 

⑦ 定期駐車券利用者が、駐車場内で著しく秩序を乱し、管理上支障を来すおそれがある

場合は、管理者は、定期駐車契約を解除することができる。 
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（不正利用者に対する割増金） 

第１７条 時間制利用者（定期駐車券利用者以外の利用者をいう。以下同じ。）が、所定の駐車料

金を支払わないで出庫したときは所定の駐車料金のほかに、その２倍相当額の割増金を

収受する。 

２ 定期駐車券利用者が、次の方法により定期駐車券を不正使用した場合は、定期駐車券 

を無効として回収し、かつ所定の駐車料金のほかに、不正使用に係る時間制駐車料金の 

２倍相当額の割増金を収受する 

(1)定期駐車契約において記載した車両以外の車両の駐車について定期駐車券を利用し

た場合 

(2)券面の表示事項を塗り消し、又は改変した場合 

(3)通用期間又は有効期間以外の時間に定期駐車券を不正に使用した場合 

 

第４章 引き取りのない車両の措置 

（引取りの請求） 

第１８条 時間制利用者が予め管理者への届出を行うことなく第４条に規定する期間を超えて車

両を駐車している場合又は定期駐車券利用者が定期駐車契約の期間の終了、解約又は解

除となった日から起算して７日を超えて車両を駐車している場合において、管理者はこ

れらの利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日

までに当該車両を引取ることを請求することができる。 

  ２ 前項の場合において、利用者が車両の取引を拒み若しくは引取ることができないとき又 

は管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は、車両の所 

有者等（自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。）に対して通知 

又は駐車場における掲示の方法により管理者が指定する日までに車両を引取ることを請 

求し、これを引き渡すことができる。この場合において、利用者は当該車両の引き渡し 

に伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引き渡しその他の異 

議又は請求の申し立てをしないものとする。 

３ 前２項の請求を書面により行う場合は、管理者が指定する日までに引取りがなされない 

ときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。 

４ 管理者は、第１項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害に 

ついては、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わない。 

（車両の調査） 

第１９条 管理者は、前条第１項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な

限度において、車両（車内を含む。）を調査することができる。 

（車両の移動） 

第２０条 管理者は、第 18 条第 1 項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者

若しくは所有者等に通知し又は駐車場に掲示して、車両を他の場所に移動することがで

きる。 

（車両の処分） 

第２１条 管理者は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、若しくは引取ることがで

きず、又は管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合で

あって、利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の

引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告を

した日から３ヶ月を経過した後、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した

上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。

この場合において、車両の時価が売却に要する費用（催告後の車両の保管に要する費用

を含む。）に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知し又は駐車場において掲

示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、

廃棄その他の処分をすることができる。 
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   ２ 管理者は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対し通知し

又は駐車場において掲示する。 

３ 管理者は、第１項の規定により車両を処分した場合は、駐車料金並びに車両の保管、

移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、

不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用

者に返還するものとする。 

 

第５章 保管責任及び損害賠償 

（保管責任） 

第２２条 管理者は、利用者に駐車券を渡したときから同券を回収するときまで（定期駐車券に

よる利用にあっては、定期券を確認して車両入庫させたときから同券を確認して出庫

させたときまで）、車両の保管責任を負う。 

   ２ 管理者は、出庫の際に駐車券を回収して（定期駐車券による利用にあっては、定期駐

車券を確認して）車両を出庫させた場合において、管理者に故意又は重大な過失があ

る場合を除き、その車両に関する責任を負わない。 

（利用者に対する損害賠償責任） 

第２３条 管理者は、車両保管にあたり、第２５条の規定による場合及び善良な管理者としての

注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、車両の減失又は損傷について、当該

車両の時価、損害の程度を考慮してその損害を賠償する責を負う。 

（車両の積載物又は取付物に関する免責） 

第２４条 管理者は、駐車場に駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償

の責を負わない。 

（免責事由） 

第２５条 管理者は、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害については、管理者に故意

又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。 

(1)自然災害その他不可抗力による事故 

(2)当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故 

(3)管理者の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内

における事故 

(4)第５条の規定による営業休止の措置 

(5)第１３条の規定による措置 

第２６条 管理者は、利用者の責に帰するべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対

してその損害の賠償を請求するものとする。 

 

第６章 雑則 

（この規程に定めない事項） 

第２７条 この規程に定めない事項については、法令の規定に従って処理する。 
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標準定期駐車契約書（例） 
 

全日定期駐車契約書 

 

                                   全日 

（または        定期駐車契約書） 

                                   夜間 

 

  株式会社○○○駐車場（以下甲という。）と○○○○○○（以下乙という。）とは、甲が管理す

る○○○駐車場に乙が所有する別表記載の自動車を定期駐車させるため、この駐車場の管理規程

に定める事項以外の事項について、次のとおり契約を締結する。 

 

第１条 この契約の期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。た

だし、乙が甲の承認を得て、翌月の駐車料金を契約期間の末日までに甲に支払った時は、

契約期間を更に１ヶ月延長するものとする。 

第２条 定期駐車料金は、この契約締結の際に収受する。ただし、月の途中において契約する場

合は、日割計算による。 

第３条 甲は、この駐車場が満車である時は、乙の駐車を拒否することができる。この場合にお

いて料金の払戻しはしない。 

     ２  乙がこの契約による機関または契約期間（または契約時間）を超えて駐車した場合 

         の駐車料金は、時間駐車料金による。 

     ３  甲は、管理上やむをえない理由によりこの駐車場の供用を休止したため乙の利用を 

         妨げたと認められる時は、日割計算により定期駐車料金の払戻しをするものとする。 

第４条 有効期間中における解約については、原則として、既納の定期駐車料金の払戻しをしな

い。 

第５条 乙は、別表記載の自動車を変更しようとする時は、あらかじめ甲の承認を得なければな

らない。 

第６条 乙は、定期駐車券を他人に譲渡してはならない。 

第７条 乙は、この駐車場の出入りにあたっては、定期駐車券を提示しなければならない。 

第８条 甲または、乙は各相手がこの駐車場の管理規程およびこの条項に違反した時は、ただち

にこの契約を解除することができる。 

 

○○年○○月○○日 

      釧路市○○町○○番地 

甲    株式会社○○駐車場 

          代表取締役社長    ○  ○  ○  ○ 

乙     

 

別    表 

自動車の表示 

車両番号    車両名及び型式 車両所有者の氏名・住所 摘    要 

   

―２８－ 

収  入 

 

印  紙 



 

 

路外駐車場休止（廃止）（再開）届出書 

  年  月  日 

釧路市長 あて 

 

 

住      所 

路外駐車場管理者 氏名             

 

 

次の駐車場の供用を休止（廃止）（再開）したいので、届け出ます。 

 

 

設 置 場 所 

 

 

      

設置届出年月日 

    及 び 番 号 

   

 

 

休止（廃止）（再開）   

      の 年 月 日 

 

      

 

 

 

理     由 

      

 

 

 

 

備     考 

      

 

 

 

 

※  一部休止、再開の場合は、それぞれの場所のわかる図面を添付すること。 
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釧 都 計 第    号 

  年   月   日 

        様 

釧路市長              

 

 

駐車場法第１３条の路外駐車場管理規程の届出について（受理） 

 

       年  月  日付で申請のありました、路外駐車場管理規程の 

届出を受理しましたので、別添受理済副本を交付します。 

 

    なお、駐車場の営業にあたっては、別紙事項に留意のうえ届出された管理 

規程に則り、善良な管理に努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（釧路市 住宅都市部 都市計画課 都市計画係） 

 

 

 

－３０－ 



 

 

受 理 済 副 本 
 

 

               様 

 

 

貴殿より提出された路外駐車場管理規程の届出を受理しましたので、受理済副本を交付します。 

駐車場の営業にあたっては、下記事項に留意のうえ届出された管理規程に則り、善良な管理に努 

めて下さい。 

 

記 

 
１ 諸変更の手続きについて 

今後、届出された設置の内容および管理規程を変更する場合は、その都度変更の届出が必 

要です。 

 具体的には、次のような場合変更の対象となります。 

   設置内容 ： 出入口の位置、駐車台数、構造などの変更 

   管理規程 ： 管理者、使用時間、料金などの変更 

  ただし、管理者が役職名によって届け出てあり、人事異動などにより変更した場合は、届 

出の必要はありませんが、引継ぎを確実に行なって下さい。 

 

２ 営業の休止、廃止、再開の手続きについて 

  駐車場の営業を一時休止、廃止、再開する場合にも、その都度届出が必要です。 

 

３ 供用時間、料金、管理責任の明示について 

  供用時間、料金の明示については、駐車場法施行令において義務付けられておりますので、

利用者の見やすい場所に看板等により明示して下さい。 

  特に、料金を車種により区分する場合は、車両の排気量、長さ、具体的な車種名を表示す

るなど、料金のトラブルを生じないよう努めて下さい。 

  また、駐車場内で起きた事故については、善良な管理者の注意を怠った場合には、管理者

の責任を免れませんので、あたかも駐車場側に一切の責任がないと受取れるような表示（下

記の悪い例）は避け、表示する場合は、管理規程の責任に関する条項を列挙するか、下記の

（良い例）を参考にして下さい。 

 

  [悪い例]  当駐車場内での事故については、一切責任を負いません。 

 

  [良い例]  当駐車場内での事故については、当駐車場の管理規程によって責任の分担を

判断します。 

 

４ 駐車対象自動車の適正表示について 

  駐車できる自動車、あるいは駐車できない自動車の表示については、下記の例を参考に適

正に表示して下さい。 

 

  [悪い例]  「外国車お断り」 

   

  [良い例]  「当駐車場に駐車できる自動車は積載物を含め、長さ○ｍ以下、幅○ｍ以下、

高さ○ｍ以下、重量○ｔ以下のものに限ります。」 

 

（釧路市 住宅都市部 都市計画課 都市計画係） 
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受 理 印 



 
 

 

                                   年  月  日 

 釧路市長 あて        

特定路外駐車場管理者の氏名又は名称及び住所 

 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１２条第１項本文の規定により、 

次のように届け出ます。 

 

１ 駐 車 場 の 名 称 
 

 

２ 駐 車 場 の 位 置 
 

 

 ３ 

 規 

  

 

 

 模 

イ 車場の区域の面積 平方メートル 

ロ 駐車場の用に供する部

分の面積 

ａ 駐車の用に供

する部分の面積 

一般公共

の用に供

する部分 

平方メートル 

（駐車台数   台） 

それ以外

の部分 

平方メートル 

（駐車台数   台） 

ｂ 車路等の面積 平方メートル 

 ４ 

必移

要動

な等

構円

造滑

及化

びの

設た

備め

に 

路外駐車場車いす使用者用駐車施設    台 

路外駐車場移動等円滑化経路の傾斜路の勾配の最大値 

特 

 

殊 

 

の 

 

装 

置 

イ  特殊の装置の有無  

ロ  特殊の装置に係る

移動等円滑化のために

必要な特定路外駐車場

の構造及び設備に関す

る基準を定める省令(平

成 18 年国土交通省令第

112 号)第４条の規定に

よる認定の概要 

ａ 認定の番号  

ｂ 特殊の装置の

名称等 
 

５ 従 業 員 概 数  

６ 供 用 開 始 （ 予 定 ） 日  

  

 

備 考 

 一 特定路外駐車場変更届出書にあっては、変更しようとする事項を朱書すること。 

  二 ３のロのａ欄の「それ以外の部分」欄においては、月ぎめ契約等により特定の顧客の駐車

の用に供する部分等一般公共の用に供する部分以外の部分の面積を記載すること。 

  三 ３のロのｂ欄においては、駐車場の用に供する部分のうち、駐車の用に供する部分を除い

た部分の面積を記載すること。 

  四 ４のイ欄においては、特殊の装置を用いるか否かに応じて、「有」又は「無」のいずれかを

記載すること。 

  五 ４のロのａ欄においては、用いる特殊の装置に係る移動等円滑化のために必要な特定路外

駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令（平成１８年国土交通省令第１１２号）第

４条の規定による認定の番号を記載すること。 

  六 ４のロのｂ欄においては、用いる特殊の装置の名称（商品名）、製造者名を記載すること。 
 

－３２－ 

 

特定路外駐車場設置（変更）届出書 
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（日本工業規格Ａ版４番） 

第２号様式（第７条第２項関係） 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第 12 条第１項ただし書に基づ 

く、路外駐車場設置（変更）届出書に添付する書面 

路外駐車場車いす使用者用駐車施設     台 

路外駐車場移動等円滑化経路の傾斜路の勾配の最大値 

イ 特殊の装置の有無 

認定の番号 

特殊の装置 

の名称等 

ロ 特殊の装置に係る

移動等円滑化のた

めに必要な特定路

外駐車場の構造及

び設備に関する基

準を定める省令（平

成 18 年国土交通省

令第 112 号）第 4

条の規定による認

定の概要 

特 

殊 

の 

装 

置 

必 

要 

な 

構 

造 

及 

び 

設 

備 

 

移 

動 

等 

円 

滑 

化 

の 

た 

め  

に 

 

備 考 

一 路外駐車場変更届出書に添付する書面にあっては、変更しようとする事項を朱書する 

 こと。 

二 「特殊の装置」イ欄においては、特殊の装置を用いるか否かに応じて、「有」又は 

 「無」にいずれかを記載すること。 

三 「特殊の装置」ロ欄の「認定の番号」欄においては。用いる特殊の装置に係る移動等円 

滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令（平成 18 年 

国土交通省令第 112 号）第４条の規定による認定の番号を記載すること。 

四 「特殊の装置」ロの「特殊の装置の名称等」欄においては、用いる特殊の装置の名称 

（商品名）、製造者名を記載すること。  



７ 駐車場法の規定による技術基準 

 

■届出駐車場チェックリスト 

 
※ チェック項目に 「建築物□」とあるものは、建築物である駐車場を示しています。 

※ 各２部提出して下さい。 

※ 事前に釧路警察署交通課に対して、交通安全上の協議を行って下さい。 
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内     容 項  目 

届 出 書 

チェック欄 

駐 車 場 名 

（省令第 1条） 

□ 

□ 路外駐車場設置届出書 

添付図面 
（省令第 1条） 

地 形 図 
地形図に路外駐車場の位置を表示 

縮尺１／１０，０００以上 
□ 

平 面 図 

縮尺１／２００以上 

a) 各階平面図 

 

b) 二面以上の立面図 

 

c) 二面以上の断面図 

a) 路外駐車場の区域 

 

b) 路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車 

  の車路その他の主要な施設（建築物の内部にあ 

  るものを除く） 

 

c) 路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の 

駐車場施行令第 7 条第 1 項に規定する道路の部 

分及び橋 

※建築物であ

る路外駐車場

の場合 

縮尺１／２００以上 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

構造及び 

設備の基準 

・法令の規定による構造及び設備の基準 

・建築基準法に合致しているか 

・道路交通法に合致しているか 

・その他の法令に合致しているか 

□ 

□ 

□ 

□ 
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施行令第７条 

（道路交通法 

第４４条） 

出口および入口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出入口の基準 

 

（１） 安全地帯、バス停、踏み切りより１０ｍ以上 

（２） 小学校、保育所、公園、児童館等の出入口より 

      ２０ｍ以上 

（３） 交差点、横断歩道、道路の曲がり角、歩道橋より 

     ５ｍ以上 

（４） 幅員６．０ｍ以上、縦断勾配１０％以内の道路 

（５） 前面道路が２つ以上ある場合、交通に支障の少ない

方の道路に設ける 

（６） 必要に応じて切取線１．５ｍ以上の隅切りを設ける 

 

すみきりの基準 

 

（７） 駐車ますの合計が６０００㎡以上ある場合、出入口

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ 

□ 

 

□ 

 

□ 

□ 

 
 

□ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ 

 
 

を分離し、道路に沿って１０m 以上離す 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

駐車場の出入口 

項  目 内        容 チェック欄 
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項  目 内        容 チェック欄 

（８）出入口は２．０ｍ後退した１．４ｍの高さで左右に１２０度見渡 

せること 

（９）幅員６ｍ未満の道路 

（10）縦断勾配が１０％を超える道路 

施行令第７条 

（道路交通法 

第４４条） 

出口及び入口 

□ 

□ 

□ 

（１）幅員 5.5m(自動二輪 3.5m)、一方通行の場合 3.5m 以上 

(自動二輪 2.25m 以上) 

（２）梁下２．３ｍ以上 

（３）屈曲部は内のり半径５ｍ以上(自動二輪の屈曲部は内のり半径 

３ｍ以上) 

（４）屈曲部の横断勾配は１７％以下 

（５）傾斜部の路面は粗面等滑りにくい材料で仕上げる 

見通しの基準 

車路の基準 

□ 

建築物□ 

建築物□ 

建築物□ 

建築物□ 
施行令第８条 

(基準法第 2 

条第 1 号） 

車 路 

梁下２．１ｍ以上 

梁下高さの基準 

施行令第９条 

駐車の用に供 

する部分の高 

さ 

建築物□ 

施行令第 10 条 

避難階段 
施行令第 11 条 

防火区画 

直接地上へ通じる出入口のない階には、避難階段またはこれに 

代わる設備を設けること 

火災の危険のある施設を附置する場合、耐火構造の壁又は防火戸 

で区画すること 

建築物□ 

建築物□ 
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項  目 内        容 チェック欄 

施行令第 11 条 

換気装置 

内部の空気を１時間に１０回以上外気と交換する能力の換気装置 

を設けること。（床面の１０分の１以上の開口部があれば設けなく 

ともよい） 

建築物□ 

施行令第 13 条 

照明装置 

車路の路面１０ルックス以上、駐車部分の床面２ルックス以上の 

照度を保つ照明 

施行令第 14 条 

警報装置 

自動車の出入り及び道路交通の安全確保のために必要な警報装置 

を設ける 

建築物□ 

施行令第 15 条 

特殊装置 

特殊な装置を用いる場合は、国土交通大臣の認定があれば法令の 

適用を受けない 

施行令第 17 条 
供用時間等の明示 

利用しようとする者の見やすい場所に供用時間及び駐車料金の額

を明示しなければならない 

建築物□ 

建築物□ 

□ 

自走式の駐車場では、他のスペースに駐車している自動車を動 

かさなければ、自動車を出し入れできない配置（いわゆる縦列 

駐車など）は、車路に相当する部分が、全ての自動車について 

確保されないことから,配置することは出来ません 

駐車スペースの基準 

小型車の駐車マスの標準寸法：幅２.３ｍ、奥行き５.０ｍ 

施行令第８条 
車路に関する 

技術的基準 

道路構造令解説 

駐車マス 

□ 

□ 

福祉のまちづく 

り条例関係協議 

福祉のまちづくり条例関係について、担当部署への届出等が終了

していること 
□ 

□ 

□ 

歩道の切り下げ等 

道路の附属物 

道路管理者と協議すること 

道路管理者と協議すること 



８ バリアフリー新法の規定による技術基準 
 

 

移動の円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令 

（平成18年国土交通省令第112号） 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第11条第1項の規定に基づく移動等円滑

化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準は、駐車場法（昭和32年法律第

106号）、駐車場法施行令（昭和32年政令第340号）及び駐車場施行規則（平成12年運輸省令建設

省令第12号）に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 

路外駐車場車いす

使用者用駐車施設 

(省令第２条) 

 

路外駐車場車いす使用者用駐車施設について、 

□幅員を3.5m以上確保しているか 

□車いす使用者用の表示をしているか 

□省令第3条に定める路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ

短くなる位置に設けているか 

 

路外駐車場移動等

円滑化経路 

(省令第３条) 

 

路外駐車場移動等円滑化経路について 

 

□経路上に段差は設けていないか 

 

□段差を設けている場合、傾斜路

を併設しているか 

 

□経路を構成する出入口の幅は、

80cm以上確保しているか 

 

□経路を構成する通路は 

 

 

 

□経路を構成する傾斜路は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□幅を、120cm以上確保している

か 

□50m以内ごとに車いすの転回に

支障がない場所を設けているか 

 

□幅を、120cm以上確保している

か（段に代わるもの） 

□幅を、90cm以上確保しているか

（段に併設するもの） 

□勾配が1/12を超えていないか 

（□高さ16cm以下のものについて

は、1/8を超えていないか） 

□高さが75cmを超え、且、勾配

1/20を超えるものについて、高

さ75cm以内ごとに踊場を設けて

いるか 

□勾配が1/12を超え、又は、高さ

が16cmを超え、且、勾配が1/20

を超える傾斜がある部分には、

手すりを設けているか 

特殊の装置 

(省令第４条) 

省令第2条、第3条の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる特定路外

駐車場については、国土交通大臣がその装置が省令第2条、第3条に規定に

よる構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては適用し

ない。  
－３８－ 



 

９ 関係法令一覧 

 

 

（１）駐車場法 

 

 

（２）駐車場法施行令 

 

 

（３）駐車場法施行規則 

 

 

（４）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

 

 

（５）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 

 

 

（６）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 

 

 

（７）移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に 

関する基準を定める省令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

－３９－ 


